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現在、面会は事前予約制で、毎日９：３0～１６：３０、１回３０分、１家族様４

名にてフロアや居室での面会となっています。

面会時間内での中庭へのお散歩など、楽しくお過ごしいただきたいと考

えています。気候や体調にもよりますので、ご希望場合はお申し出くださ

い。また、居室での衣替えなどのご協力もお願いします。

一方で、新型コロナ感染症は現在も地域で拡大しています。

お客様の安全を守りつつ、制限を緩和する方向で対応で、

必要な対策を講じていきます。皆様のご理解とご協力を

お願いします。

☆お重シリーズ第一弾☆【お客様の暮らしお食事編】

先月号でもご案内させていただきましたが、この認定証は低所得の方でも介

護保険施設への入所が困難とならないよう、一定の条件に当てはまる方の食費･

居住費を軽減するものです。申請手続きは、ご家族の皆様および代理人様に

行っていただきます。申請についてのお問い合わせ先は、下記のとおりです。

【問い合わせ先】

○ 練馬区介護保険課給付係 TEL:０３-５９８４-４５９１

なお、申請に際しては以下の点をご確認ください。

・封筒内の送付先住所の下段にある「100～」から始まる数字が

「被保険者番号」となります。

・遅くとも7月31日までに申請手続きを行わない場合、8月利用分(9/15頃

送付)請求書の食事料金、居室料金が通常料金になってしまいます。

ご注意ください。

※お手元に新しく更新された物が届きましたら、施設へご持参いただきますよ

うお願いいたします。

介護保険負担限度額認定証の更新について(該当される方)

第１回家族懇談会について

６月２３日（日）午前は２階入居者様、午後は３階入居者様を対象に令和６年

度第１回目の家族懇談会および買い物イベントを開催しました。

当日欠席されましたご家族様ならびに代理人様には、７月請求書発送時に

資料を同封しています。お手元に届きましたら、お目通しくださいますようお

願いします。

第２回家族懇談会については、11月１７日（日）を予定しています。詳細が確

定しましたら、ご案内いたします。

面会条件のお知らせ(令和６年６月中旬より）

ご参加いただきありが
とうございました！お
買い物は、お客様と一
緒に楽しんでいただき
ました。

体の不自由なお年
寄り向けの衣類を
多数用意していた
だきました！

管理栄養士が中心となり、毎月各専門職を交え【給食委員会】を開催してい

ます。少しでも、お客様に楽しくお食事を召し上がっていただきたいと皆で考

え、今回は第一弾として【天丼】をご用意しました。

暑さが日々増す中で、体調変化が顕著に出や

すくなる時期ではありますが、引き続きお食事

を楽しんでいただけるよう取り組んでいきます。

次月号では、「暑い時期のスタミナ食」といえば

あのメニューが登場します。お楽しみ！
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